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　再犯防止は継続的に重要な課題であると考えてい
ます。全国キャラバンを展開し、地域の力、基盤を
もう一度しっかり点検してまいります。保護司の
方々についても、サポートセンターを作って支援体
制を整備していく予定です。
　また、訟務局を新設し、国際分野でも条約と国内
法の関係、法務外交に力を入れていく予定です。ま
た、入国管理を含め、人と人とが接する部分のマン

写真左から、小川晃司（本誌編集長）、斎藤義房（広報委員長）、
上川陽子法務大臣、山岸憲司（理事長）、大貫裕仁（幹事長）

　法務行政の分野は幅広く、毎日緊張感を持って取
り組んでいます。法務は民主主義国家の基盤です。
法の支配を貫徹していくことを、常に意識していま
す。日本は世界一安全な国との評価をいただいてお
りますが、それがいかに大きな努力の下に維持され
ているかを改めて考える必要がありますし、世界に
対する貢献も考えるべきだと思います。また、法務
省が国民から見て遠い存在とみなされないよう、国
民の皆様との風通しを良くしていくことも重要で
す。現場にしっかり足を運び、現場の声に耳を傾け
るとともに、情勢に合ったスピード感も大事にした
いと思っております。

法務は
民主主義国家の基盤

インタビュー

上川陽子
法務大臣にきく

平成27年１月23日　法務大臣室にて

Q 就任おめでとうございます。就任から3か月あ
まりが経ちましたが、法務大臣としての意気込
みをお聞かせいただけますでしょうか。

Q 重点的に取り組みたい課題は何でしょうか？

パワーの限界をIC的にもサポートしていく予定です。
　ワークライフバランスの点では、女性のためにと
どまらない、いきいきと自分のワークライフを見直
す組織及び環境の整備に取り組んでいきます。

　法務行政分野では弁護士の方々の力添えを今まで
以上にいただきたいと思います。様々な分野を連携
させることが必要ですし、若い方々には新しい領域
にも力を入れて、職域の幅を広げていただきたいと
思っております。ぜひ、様々な知見を組み合わせ、
見方や立場による違いを調整していくという視点で
のご協力をいただければと考えます。

Q 弁護士や弁護士会へメッセージをお願いします。
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【亀山】　亀山元（はじ
め）です。大阪弁護士会
所属の58期です。前に岩
手県遠野ひまわり基金法
律事務所の所長をしてお
りました。平成21年 1 月
に赴任して平成26年 2 月
まで約 5年間、遠野ひま
わり基金法律事務所の所
長をしておりました。平
成23年 3 月に震災があ
り、その後に震災につい
ての被災者の方に対する法律相談なども行ってきま
した。今回は災害弔慰金の支給に関する法改正につ
いて主にお話したいと思います。よろしくお願いし
ます。

【小口】　小口幸人と申します。現在第二東京弁護士
会に所属、期は61期です。平成22年の 4月に宮古ひ
まわり基金法律事務所に赴任しまして、平成25年の
10月末まで所長を務めました。東日本大震災が起き
た時にも被災地にいました。その後被災者の支援活
動の方に力を尽くさせていただいております。東京
に戻った後は日弁連の災害復興支援委員会と災害対
策本部に所属しています。本日は主に相続放棄の熟
慮期間延長の法改正についての話をさせていただき
たいと思います。よろしくお願いします。

【杉岡】　東京弁護士会の55期の杉岡麻子と申しま
す。私は平成17年から 3年間新潟県長岡市に「震災
復興を目指す中越ひまわり基金法律事務所」の所長
として赴任しておりました。その後東京に戻り日弁
連災害復興支援委員会に所属し、また東日本大震災
発生後は日弁連災害対策本部の嘱託をしておりま
す。私は二人の先生方と違いまして震災当時は東京
にいましたので、現地の声を日弁連に繋ぐパイプ役
に努めました。

【岡本】　第一東京弁護士会所属で56期の岡本正と申
します。震災当時は内閣府におりまして行政改革を
担当していましたが、直後に日弁連の災害対策本部
の嘱託室長も兼任することになりました。現在、災
害復興支援委員会に所属しています。本日は司会を
務めさせていただきます。早速ですが、まずは亀山
先生から災害弔慰金に関する法改正の経緯をお話し
いただきたいと思います。

【亀山】　平成23年 5 月の初旬の釜石市での無料法律
相談がきっかけです。 2件相談を受けました。一つ
は同居していた弟が津波で亡くなったのに災害弔慰
金の支給対象外と市から言われたというものと、も
う一件は弟と二人暮らしで弟が亡くなったのに災害
弔慰金や義援金が受け取れないというものでした。
最初の人が60代の男性で二人目が40代の男性です
ね。当時、法律では、受け取れる人は配偶者、子、

被災地の声を国会に
～弁護士による政策提言～

 司　　会　岡本　　正　広報委員会副委員長

亀山　元 氏
大阪弁護士会会員
前遠野ひまわり基金
法律事務所所長

杉岡 麻子 氏
東京弁護士会会員
日弁連災害対策嘱託

小口 幸人 氏
第二東京弁護士会会員
前宮古ひまわり基金
法律事務所所長

岡本　正
第一東京弁護士会会員
広報委員会副委員長
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父母、孫、祖父母という順番で、兄弟姉妹は災害弔
慰金を受け取れないという状態になっていました。
岩手県は当時災害弔慰金の支給基準に従って義援金
も支給していましたので、兄弟姉妹は義援金も受け
取れないことになっていたのです。40代の男性はご
両親が先に亡くなって兄弟二人暮らしで唯一の同居
の家族を失ったのに災害弔慰金も義援金も受給でき
ない、家族として扱われないのはおかしいんじゃな
いかと非常に怒ってらっしゃいました。それで話を
聞いて「法律によると兄弟姉妹には支給できないこ
とになっている」という説明をしまして、「でもそ
れはおかしいと思うので、私の方でも何とかできな
いかやってみます」ということで帰って災害弁護士
メーリングリストに投稿したという経緯ですね。
「兄弟姉妹に災害弔慰金や義援金が支給されないの
はおかしいから日弁連や弁護士会の方から政策提言
してほしい」というメールで投稿をしたんですけ
ど、これを見た大阪の阪口徳雄先生が阪神淡路大震
災で同じような経験をして未解決になっていたので
一緒に活動しないかという提案をいただき、全国の
弁護士から賛同者を集めて政府や被災地の自治体に
対して法改正を求める要請書を提出しようという流
れになったんです。阪口先生のプッシュがあったお
かげで法改正につながったと思うんですけど、「大
阪にいる私が言っても意味がない。被災地の弁護士
が声を上げなければ意味がない。」とおっしゃって
くれて、その通りだと思いました。そこで災害弁護
士メーリングリストにメールを流し、最終的には私
を含めて416名の弁護士が要請に賛同してもらえた
ので岩手県に提出しました。その結果、まず岩手県
は 6月中旬に義援金の配分範囲拡大をしてくれまし
た。もう一つが 6月16日に厚生労働省を訪れ、「災
害弔慰金支給法を改正して兄弟姉妹も支給対象者と
するべきだ」という内閣総理大臣宛の要請書を提出
しました。これは新聞やテレビなどでも全国的に報
道してもらえました。それ以外にも日弁連や岩手弁
護士会、兵庫県弁護士会などが要請書を提出、政策
提言を行うことにより 7月25日に法律が改正され
て、同居または同一生計の兄弟姉妹にも災害弔慰金
が支給されるようになりました。

【岡本】　法改正にあたっての手順なのですが、厚労
省に行って、それだけで変わったわけではないです
よね。

【亀山】　私がやったのは厚労省に行ったことなんで
すけど、議員さんへの声掛けは日弁連の方がやって
くださったんだと思います。

【岡本】　法改正にあたっては現場から声を上げてい
ただくのも一つの立法事実であり政策実現の材料に
なったわけですが、それに加え、弁護士会や日弁連
が議員まわりをしていただいて、議員立法で何とか
法案が成立したという流れがありましたね。

　次に、小口先生から相続放棄の期間の延長につい
て活動の説明をお願いしたいと思います。

【小口】　私は震災前から宮古ひまわり基金法律事務
所の所長をしていました。その中で、一番やるせな
い事件の一つが、親の借金を相続した方の破産で
す。相続放棄という手続を知らずに背負ってしまっ
た。それを長年返してきたこれども、もう返せない
といって破産の申し立ての相談に来る。そういう事
件が 1年もひまわりの所長をやっていると何件もあ
ります。その思いがもともとありましたので、東日
本大震災で多くの方が亡くなった時には比較的早い
段階からこの問題は浮かんでいました。
　私が声を上げたのは 4月11日でした。災害弁護士
メーリングリストに「相続放棄の熟慮期間という問
題がある」と投稿しました。相続が起きたことを
知ってから三ヶ月以内に裁判所で手続をしないと相
続放棄が認められないというのが当時の規定です。
当時被災地にいた私からすると 6月11日までに書類
を揃えて裁判所に行け、という話自体がナンセンス
で、避難所で書類を集めて裁判所へ出向くイメージ
が全く湧きませんでした。この熟慮期間は絶対に伸
ばすべきと思いました。実は、当初この提言はあま
り広まらなかったんです。弁護士が加入している
メーリングリストだからこそ「いや小口くん、これ
は解釈の問題で 3ヶ月を超えても何とかできる術も
あるから」というお話をいただきました。 4月に活
動は広がりませんでしたが、実際にうちの事務所に
相談が寄せられるようになってきました。 5月11日
にもう一度災害弁護士メーリングリストに投げてみ
ると共に、これまでの活動で接点のあった記者に向
けて、一斉に「こういう問題があるんだ」と情報発
信しました。 5月20日の時点で少しずつ報道され始
め22日には岩手日報で大きく報道されました。岩手
弁護士会は震災直後から岩手弁護士会ニュースと
いって被災者の方にQ&A形式でまとまったものを
お配りするという活動をしていました。この頃、第
3号として相続放棄の点をやろうということになり
ました。残念ながらこの時点でも目に見える法改正
の動きはありませんでしたので、仕方がないけれど
被災者の皆さんに 6月11日までに裁判所に行っても
らうしかない、少なくとも期間を延ばすのをやるし
か無いと考え、裏面が相続放棄の期間の伸長を求め
るチェック式の申立書になっている岩手弁護士会
ニュースを刷って、弁護士で手分けして避難所を
回って手配りしました。他にも市町村の広報に自ら
執筆した原稿を持ち込むなど、色々動いた結果、日
弁連をはじめ各所でも動きが盛んになりました。当
時、同じ岩手弁護士会の会員でもあった民主党の階
議員と岩手弁護士会の間で繋がりができ、現地の状
況のヒヤリングなどの動きがありました。もう一つ
は 6月 3日にある市町村から条例改正について「な
にかいい方法はないのか？」という問い合わせを受
けました。声が広がっていると実感しました。ただ
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座談会
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当時法務省は難色を示し
続けていました。大きく
報道されても、隅には必
ず法務省の見解が掲載さ
れていて「これはそう簡
単には伸ばせない。期間
を伸ばすことは権利義務
の確定が遅れることにな
るから伸ばせないんだ」
という消極的なコメント
も出ていました。実は当
時戸籍謄本が全然入手で
きませんでした。相続放棄の期間を延ばすためには
戸籍謄本を裁判所に提出しなければいけなかったの
ですが、まず大槌町では 6月11日まで戸籍謄本は取
れませんと告知がされていました。陸前高田市も 3
月24日以降に届け出があった時は戸籍謄本が取れな
いと告知していました。私は自治体のHPを調べま
して、福島県でも楢葉町では戸籍謄本が取れないと
出てきました。南三陸町も戸籍謄本は 6月 1日から
取れるようになったばかりです。それなのに法律は
6月11日で締め切るというのを強行しようとしてい
ました。その頃、ようやく国会の方でも議員立法の
審議が始まっていたのを覚えています。結局、 6月
11日のリミットは過ぎてしまったんですけれど遡及
させるということで、 6月15日に委員会で可決さ
れ、17日に全会一致で可決され相続放棄の熟慮期間
は11月30日まで伸びることになりました。

【亀山】　その当時私も、やはり 6月初めくらいに大
槌町の方とお話をしていると「戸籍謄本なんか取れ
ないよ」というお話でしたので、 6月11日までに相
続放棄の手続きをするなんてとても無理だなという
のは現地にいて実感していました。結局 6月11日ま
でに延びなかった時は「ダメなのかな」と思ったの
ですが、遡及して延ばしてましたので法律ってなん
でも出来るんだなぁと思いました。立法事実があっ
て声になって繋がれば法律で何とか変えられるんだ
なというところは思いました。

【杉岡】　弁護士にとって、通常の法律相談でご家族
の方が亡くなってしばらく経ってから遺族の方が相
談に来て、 3ヶ月経過直前で相続放棄の手続のため
にバタバタすることはよく経験していることだと思
うんですよ。通常でもバタバタするのに被災者がや
れるはずがないというのは市民の相談を受ける誰で
も思うはずなんです。私が一番覚えているのはこの
問題に関して院内集会で階先生が「法務省は何も分
かっていない！」とおっしゃっていて、霞ヶ関にい
ていろいろ調べたり資料を集めたり期限内に提出で
きる方々と、市民やその相談を受けている弁護士の

認識にはものすごく差があるんだなというのを感じ
ました。それをどうやって中央に伝えていくのがポ
イントなのかなと、この例を見ても強く思います。

【岡本】　そうですね。政策担当者へ「なぜそれが大
変なのか」という点を説明するのは私も頭を悩ませ
ました。どうやって説得したかというと、皆さんの
声をデータベース化を進めていたので、一覧表にし
て「これです！」と見せつけるしかありませんでし
た。声が立法事実になるというのは、この法令の時
に一番感じたことなんです。

【小口】　当時は相続の相談も増えていましたよね、
5月から一気に。

【岡本】　これは事後的な分析なんですけど、 4月の
相談件数は 3月の倍あって、5月は 4月の1. 5倍あっ
て、 6月はさらにその 2倍くらいあったというデー
タが出ていいます。要するに日弁連側としてもこの
図を見せれば法務省も説得できるんじゃないかと
思っていたんですけど、おっしゃるようになかなか
閣法は難しいとなった。

【杉岡】　法律相談票を見ていると「 3ヶ月 3ヶ月と
聞くんですけど『 3ヶ月』ってなんですか」という
相談があったりするんですよ。役所に行くという発
想はあるんでしょうけど、裁判所に行くという発想
は多分ないですよね。「裁判所ってどこだっけ」と
いう状況で、避難所生活の中でわざわざ書類を集
め、やり方を聞いて出しに行くというのは無理です
よね。その辺りの感覚をいかに中央の方に伝えてい
くのかという難しさは、これに限らず感じますね。

【岡本】　引き続き二重ローンの問題について杉岡先
生からお話を頂きたいと思います。

【杉岡】　二重ローン問題については今さら説明不要
かなと思いつつごく簡単に説明しますと、東日本大
震災の津波や地震によって自宅や事業所が無くな
り、ローンが残ってしまったので、その後に住宅や
事業所を新しく建てようと思っても新しくローンを
組むことができない、もしくは二重にローンを支払
いながら苦しんでしまう、という問題を二重ローン
問題と言います。雲仙普賢岳の頃から問題提起さ
れ、阪神・淡路大震災の時にもやはり大問題になり
ましたが、個人の財産に税金をつぎ込むようなこと
は原則できないという国の方針で、特に何の政策も
とられませんでした。しかし、東日本大震災後、日
弁連の副会長になった、仙台弁護士会の新里宏二弁
護士が被災地の現状を目にし、二重ローンの問題を
何とかしなければいけないと考え日弁連として関係
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各機関に働きかけるよう
になりました。ただ当時
の政治情勢もあり調整が
難航し、日弁連としては
法人個人ともに債権買取
機構の創設を目指したの
ですが、結局法人は買取
機構、個人はガイドライ
ンになりました。この個
人版私的整理ガイドライ
ン（被災ローン減免制
度）はあくまでも債務者
と債権者の話し合いですので債務者にとっては全債
権者の同意が得られないと減額や免除が受けられな
いというネックがありました。
　ガイドラインは、震災の約 5ヶ月後の平成23年 8
月22日に適用が開始され、期待をもって迎えられ、
ガイドラインのコールセンターには適用開始から三
日間で613件の相談が寄せられたときいています。
私たちも相当の数の被災者がこの制度を利用するだ
ろうなと考えていました。というのも被災三県の全
壊戸数というのが約12万件を超えているんです。も
ちろん親の代からの持ち家ですでにローンがないと
いうパターンもあるとは思うのですが、それでも 1
万件くらいはあるだろうと予測していました。しか
し、結論から申しますと、適応開始から 3年半経っ
た時点で和解成立件数は全国で1, 169件。わずか
1, 200件もない状況です。おそらく、最終的な和解
成立件数は1, 400件以下だろうなというのが私たち
の予想です。これは私どもは本当に残念な思いであ
りまして、さまざまな要因が考えられるのですが、
やはりガイドラインの限界といいますか、「全債権
者の合意が必要」だったことが利用件数が低迷した
理由だと思います。当初の運用は、非常に厳格で、
なんと仮設住宅に住んでいる人は適用外とされてい
ました。しかし、住むところを失ったのだから仮設
住宅にいるのであって、今は住居費はかからないか
もしれないけどいつかは住宅の再建が必要になる人
ばっかりというのが普通の考えだと思いますが、
「仮設住宅にいる＝住居費はゼロ」だからローンは
払えるでしょうというのが金融機関やガイドライン
運営委員会の当初の考えでした。これはさすがに被
災地弁護士会を中心に猛烈に抗議をしまして、平成
23年10月には運営委員会が「仮設住宅入居者にも適
用されます」と方針を撤回し、一応周知も行われた
のですが、その段階で震災から半年経っているの
で、金融機関から「そろそろ払えませんか」という
ことで払ってしまった方もいますし、中には地震保
険金を全額使って繰り上げ返済してしまった方もい
ました。本来支援金や義援金などは生活の再建に使
われるものなのに、それをつぎ込んで繰り上げ返済
してしまった方が相当数いるはずです。あともうひ
とつ、自由財産といって被災者が自らの手元にいく
らお金を残せるかも重要なポイントなのですが、運

営委員会が自由財産の範囲を決めたのが平成24年 1
月でした。自由財産の範囲は相当ゆるやかに決めら
れましたが、相当遅かったと感覚的には思います。
平成23年10月11月に地震保険金などの自由財産を
使って払ってしまったという人が出てきたりもしま
した。また、運用の改善にあたり幾度となく運営協
議会が行われまして、仙台弁護士会を中心とした被
災地の先生方が本当に多大な労力を使ったというの
も忸怩たる思いでした。ただ阪神・淡路大震災の時
にはこのような制度自体がありませんでしたから、
もちろんさまざまな改善点はあると思うんですけど
これを第一歩として、次の震災に備えて今から検討
してつなげていきたいというのが今後の課題です。

【岡本】　平成24年の 1月には運用変更が行われ、そ
の時にできた制度自体は使えるいい制度になってい
るのでしょうか。

【杉岡】　悪くはないと思います。平成24年 1 月の制
度を平成23年 8 月に、仮設住宅の人も使えます、手
元に支援金、義援金、災害弔慰金プラス現預金500
万円、地震保険金の家財部分相当額、車は200万円
までは残せますということを掲げて大々的に周知し
ていれば結果は変わったかもしれません。

【岡本】　私も同感です。では、これからの取組みに
ついてなのですが、どのような対策を取ってくべき
だと思いますか。

【杉岡】　今回の反省を踏まえた制度を今のうちから
作っておかないとと思います。というのも、ガイド
ラインが利用しやすい形に固まる前に金融機関のリ
スケジュールが進んでしまっているのです。23年の
8月にガイドラインの適用が始まったのですが、23
年 9 月にはすでに住宅ローンの支払猶予案件をリス
ケジュール済み案件が上回っていたんです。被災地
の先生方と日弁連の申し入れで、24年 7 月に金融庁
が各金融機関に対してこの制度の利用を促進する通
知を出して、そこから金融機関の態度もガラっと変
わってきたんですけど、24年 7 月の段階ではリスケ
ジュール済みの案件が6, 143件、支払猶予中が619
件。ほぼ終わっている状況だったんですよ。今回の
金融機関のリスケジュールの動きがこれだけ早かっ
たことを踏まえると、ある程度の枠組みを平常時に
作っておいて、災害の規模によってちょっとした修
正を加えて成立できるような制度を今のうちから考
えておかないと絶対に間に合わないと思います。立
法化に向けた動きをするべきですね。

【小口】　ガイドラインは失敗だったと言わざるを得
ません。失敗した結果はこれから出てくると思うん
ですけど、住宅を再建したいと思って高台移転を希
望していた方が、どんどん「ローンを組めない」や
「お金がない」という理由で災害公営住宅に流れて
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いく。これが二重ローン問題を解決できなかった結
果なんです。この後起きることは既存のローンの返
済ができない人も増えてくるので、数年後には破産
者が増えてくる。そういうことを二度と繰り返さな
いためにはどうするかというとやはり立法しかない
んです。東日本大震災の時にあの地で 1万件の話し
合いの和解を成立させろというのはそもそも無理が
あったんです。 1万件もあるんですから明確なルー
ルや法律でスパッと決めてもらわないと、人手不足
なのに話し合いで言われても困りますよね。そこで
被災地の復興のパワーを割くわけにはいきませんの
で立法しかない。立法さえしっかりしておけば周知
が行き届かないで返済を受けた期間があったとして
も破産法の否認のように巻き戻しをすることができ
るでしょう。逆にそういうペナルティを作っておけ
ばより周知が広がると思うんですよ。日本は地震大
国で住宅ローンだらけなんですから、二重ローン問
題は間違いなく将来起こる起きる大問題なんです。
今のうちに立法化しておくのは国会の責務だと思い
ますし、そのためなら我々はいくらでも知恵を出し
ますのでぜひやっていただきたいと思います。

【岡本】　今までお三方に当時の政策を実現する過程
や生の声を聞いてきた現状を教えていただきまし
た。中には成功して被災地の復興に資する法改正が
あった一方、必ずしもそうではない面もあったかと
思います。いずれも弁護士が気付いた問題点を国会
や政府に届けられたことは一つの成果でした。

【小口】　その時に非常に有効だったと思うのは、当
時私たちが避難所で必死になって書いていた相談票
を集計して使ってもらえたこと。これがすごく大き
かったんだろうなと思います。当時岩手弁護士会で
も紙が積み上げられるだけで何もしていなかったん
ですけど、あれを集計したものが実は立法化に有効
なものだと思います。あれを使おうと思ったのは岡
本先生だったと聞いたのですが。

【岡本】　私は震災当時に日弁連の委員ではなく内閣
府にいました。どうやったら政策ができるのかとい
う過程を目の前で見ていたんです。やはり当たり前
なのですが立法事実とデータが重要なんです。実際
の生の事実とそれを裏付ける数字がないと官僚はう
んと言わないし、マスコミも記事に取り上げてくれ
ないし国会でも議論しにくい。今までそういった過
程をずっと見ていましたので震災の時こそデータや
数字が大切だと思いました。当時は二重ローン問題
が一番問題になっていましたが、本当に二重ローン
問題で困っている人はどれくらいいるんだろうとい
うことで国会議員の先生や政府に聞かれるときに答
えられなかったんです。それで先ほど杉岡先生がお

話されたGWの相談を
九百何十件データ化する
という話を聞き「これ
だ！」と思いました。こ
のデータをいち早く国会
や政府に届けられれば良
い反応を得られるんじゃ
ないかということで分析
をすると、相談者のうち
18％もの方がローンの話
をしていることがわかり
ました。しかも金額の
データもあり、100人の母数の中で1, 000万円以上の
方が 6割もいました。この数字は記事にしやすく、
日弁連の公式見解の前に速報性のあるニュースに
なったという事実があります。もう一つ、相続放棄
の熟慮期間の延長問題でも有効でした。どれだけ相
続の話が多いかを数字で見せようと考えました。岩
手県だけでも 3月で 7％くらいの方がご相談されて
いたんですね。ただ 4月だと16％、 5月には23％、
6月には43％の方が相談されています。43％の数字
が出る前に法改正してくれてよかったんですけど、
本当にギリギリの話だったと思います。住民の皆さ
んの声をどうやって数字とデータで届けていくの
か、というのが政策提言の中では重要だったなと思
いました。
　お話しいただいた三つのテーマ以外にも日弁連で
は多くの立法活動を行っています。最後に今後更に
どのような課題がありそうかという点と、復興分野
だけではなく他の分野でどうやったら弁護士を活か
せるのか、メッセージなどがありましたらぜひどう
ぞ。

【杉岡】　今、岡本先生が仰った「データとして見え
るようにする」というお話はものすごく大事な話だ
と思います。あとはどんな人がこういう理由で困っ
ているんだということを具体的にきちんと伝えてい
くのも大事かなと思いました。例えば二重ローン問
題の18％という数字は非常に大きいと思うんですけ
ど、実際の相談票を見て一番心を衝かれたのは、家
を買って 3時間後に流されたという方でした。しか
も引き渡しが終わっておらず住んでもいなかったの
で、生活再建支援金の支給すら無いという記載を見
た時には言葉を失いました。そのほかにも院内集会
などで当事者の方々にお越しいただいて実際の声を
伝えていただくこともあるんですけど、一番は数
字、次に大切なのは現実に困っている人がいるとい
うことを具体的に伝えていくのが大切なんだなと思
いました。震災からもう 3年以上が経過して、報道
も減ってきていますし人々の関心が薄れてきている
ことをひしひしと感じます。ただ去年の12月11日に
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復興庁から公表された数字でも、全国の避難者の数
は21万6, 762人います。福島県の方が多いのです
が、岩手県でも 3万人、宮城県では 7万人以上の方
が今でも避難生活を送っています。生活再建ができ
ていない方がこれだけいるということは、やはり多
くの方々に知ってほしいと思います。これからどん
どん関心が薄れていく中で立法提言活動は難しく
なっていくと思うんですけど、次の災害のことを考
えるとここからが勝負かなと思います。引き続き頑
張って活動していきたいと思います。

【亀山】　今回の件で大事だなと思ったのは、「現地
の人が声を出す」ということです。私の場合は現地
の人の相談を聞いて発信したわけなんですけど、や
はり東京大阪の弁護士と被災地の弁護士が言うので
は違いますので、現地の人がきちんと意見を言って
いくのが重要なんだなと思いました。そういうよう
に言っていけばマスコミにも取り上げられやすいで
すし説得力もある。あとは取り上げてもらいやすい
時に言うタイミングというのも重要なのかなと思い
ます。今後の課題としては、災害弔慰金のことは災
害関連死の方でも問題があります。その辺りを含め
て今後も被災地の弁護士会と協力しながら被災者の
方を忘れずに活動していきたいなと思っています。

【小口】　被災地の方の声を受け止める弁護士が必要
で、その声をそこで留めるのではなく報道関係に流
すというのも大切なんだと思います。立法への影響
もそうなんですけど、報道関係に乗ると相談の件数
も増えるんです。さっきの相続に関する相談が増え
てきたのもみんなが知ってきたからではなく、何や
ら噂になって盛り上がっているし、新聞やニュース
でも取り上げられているぞということになっている
から、みんな気になっていたんだと思います。報道
のベースに乗せて件数を増やし、先ほど岡本先生が
おっしゃったようにきちんとした形に集計して統計
的に見る。それを持って立法活動を行っていき省庁

や国会議員の先生方に声を上げていくというステッ
プが重要なのではないでしょうか。今後の課題とし
ては一つ原発の問題があると思うのですが、ひとま
ずそれは横に置いておくとしてほかにも現在進行形
の課題が多くあります。一つは災害関連死の関係で
裁判もいろいろ起きていますがこの問題は全く終
わっていませんし、この問題だけは今からでもやり
直すことができる問題です。多分私が一番詳しいの
で国会議員の先生方はいつでも呼んでいただければ
どこへでも意見や情報をお話に行きますので呼んで
いただければと思います。あと現在進行形の問題と
言いますと平成28年の 3月で仮設住宅の期限が切れ
ます。そろそろ被災者の方も気になりだしている頃
です。これは福島、宮城、岩手のすべてなのですが
現在の法制度では平成28年 3 月までしか仮設住宅に
はいられませんよという法制度になっておりまし
て、これがここから先 1年間の最大の課題だろうと
思っています。そして将来に向けて二重ローン問題
に関してはここで立法化しておかないと本当に大変
になると私は思っています。次に考えられている大
きな災害と言えば「首都直下」と「南海トラフ」で
す。このまま二重ローン問題が大量に発生すると大
変なことになります。震災から 4年も経ったんです
から、立法化に向けて動き出すタイミングは来てい
るんだろうと思います。
　最近、特に重要だと思っているのは、弁護士が相
談内容を集めて立法事実にするのはもちろん重要で
すが、やはり弁護士だけでは限界があるので市民の
団体やNPOなどのさまざまな人たちと連携して立
法事実を集め、当事者の人々と連携して立法化に向
けて活動していくことです。阪神淡路大震災から20
年経ち、NPOなどのいろいろな市民団体が育って
いっている部分がありますから、連携しながら立法
事実を積み上げていく。弁護士もその一助になる形
で立法提言をしていく。あるいは必要に応じた裁判
もしていく。そのような連携が必要だと思います。
 （平成27年 1 月26日　於霞ヶ関弁護士会館）
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Ｑ．法曹から国会議員を目指したきっかけ

Ａ．沖縄への恩返し
選挙区の沖縄は、私の出生地ではありません。こ
の沖縄で仕事が出来ているのは、沖縄に育てても
らったおかげだと思っています。ですから、私でお
役に立つのであれば、沖縄に恩返しをしたいとの強
い思いがあり、国会議員になる前にも、公の仕事に
積極的に携わって参りました。
私は、弁護士として、個人レベルの問題の解決に
当たってきました。他方、国や社会レベルの問題の
解決は、政治の役割です。そういった国や社会レベ
ルの問題の解決にお役に立つことで、沖縄に恩返し
をしたいと思い、国会議員を志しました。

Ｑ．法曹資格が議員活動に与える影響

Ａ．法曹も議員も同心円上にある
法曹も議員も、相手の話に耳を傾け、寄り添い、
共感し、問題を解決するという意味で、同心円上に
ありますから、法曹資格は議員活動に大いに役立っ
ています。
また、弁護士業を通じて鍛えられた「調整力」は、

政治家としても大いに役立っています。

Ｑ．実現したい政策課題

Ａ．目の前の課題の解決に尽力したい
目の前の課題すべてが、解決しなければならない
課題だと思っています。実務家として、したいこと
よりも、すべきことに尽力したいと思っています。
ですから、目の前の、お一人お一人、社会、国家
の問題の解決に、一つ一つ丁寧に尽力したいと思っ
ています。

Ｑ．議員になった実感と法曹へのメッセージ

Ａ．誇りをもってやり尽くす
自分の仕事を誇れない人は他人の仕事を尊重する
ことが出来ないと思っています。ですから、国会議
員になったからには、自分の仕事を誇れるよう、「政
治」をやり尽くそうと思っています。
弁護士はどうかというと、依頼者に最後まで寄り
添いながら、今を生きる者として、大人として、そ
の責任をストレートに果たすことのできる素晴らし
い職業だと思います。三権の一翼を担う誇り高き職
業集団だとも思っています。みなさんも、この誇り
高き弁護士という職業を満喫していただきたいと思
います。

宮　﨑　政　久　議員
 衆議院・比例九州（自由民主党）
 沖縄弁護士会会員

（インタビュアー　企画委員会副委員長　高橋斉久）

弁護士としても議員としても大変ご活躍されて
いる宮﨑先生は、物事に一つ一つ丁寧に取り組ま
れ、本物の解決を目指されているとの印象を受け
ました。その真摯な姿勢が、依頼者や有権者や官
僚からの信頼を得ている源泉だと思います。
 （高橋 斉久）

弁護士議員に聞く
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弁護士議員に聞く

Ｑ．法曹から国会議員を目指したきっかけ

Ａ．政治を革新し日本の発信力を強化したい
昔から、政治家という職業は頭の片隅にあり、ま
た、父の闘病中、市議会議員の方から高額医療制度
を案内され助けられたことから、政治家とは人を助
け、思いをつなげる大切な仕事であると思っていま
した。しかし、政治家という職業を強く意識し始め
たきっかけは、弁護士登録後留学を経て、経済産業
省において国際交渉を担当する中で、日本の発信力
強化の必要性を痛感したことです。また、東日本大
震災後の政府の対応を目の当たりにし、政治の革新
を真剣に考え、国会議員を目指すことを決意しまし
た。

Ｑ．法曹資格が議員活動に与える影響

Ａ． 法曹としての資質、経験は議員活動に
とって有用

国会議員は、社会に張り巡らされた法の網を認識
し、立法行為の影響をよく見通さなければなりませ
ん。また、「法律や政策をこのようにするべきだ」
ということを説得的に訴えるため、現場の生の情報
から論理構成する必要があります。
法曹としての素養、経験は、これらの場面で非常

に有用であると思います。

Ｑ．実現したい政策課題

Ａ． 経済活性化、財政再建と平和国家日本の
価値観発信

目下の日本の課題は、経済の活性化と財政の再建
です。前者については、企業間の体力差が全体での
賃上げのネックになっており、中小企業対策の充実
が必要です。後者については、歳入に見合った予算
の組み方ができるよう、そのあり方を含め検討すべ
きです。
また、日本の発信力を高めるため、議員外交の活
発化が必要です。平和国家としての価値観を国際社
会に広めたいと考えています。

Ｑ．議員になった実感と法曹へのメッセージ

Ａ．若い人々の意見を政治の世界へ
国会議員になったことで、既存の法律の内容を前
提とした議論ではなく、法律が何のためにあるのか
根本から議論することができるようになりました。
法の魂を問い、語ることができる点が政治家の仕事
の醍醐味です。特に若手の法曹の皆さんには、積極
的に政治の世界に飛び込み、若い人々の意見や思い
を届けて欲しいと思います。

矢　倉　克　夫　議員
 参議院・埼玉（公明党）
 埼玉弁護士会会員

（インタビュアー　企画委員会副委員長　三雲崇正）

矢倉先生は、大手法律事務所でご活躍後、米国
留学、経産省勤務を経て、国政に挑戦されまし
た。国際感覚に優れ、国益を真剣に考えているこ
とが言葉の端々からうかがえました。今後も日本
のためにご活躍されることを期待しています。
 （三雲 崇正）
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弁政連が推薦し当選された
衆議院議員の方々からの抱負

氏名

所属政党名

選挙区

抱負

逢沢　一郎
自由民主党
岡山 1区
法の支配と社会
正義を確立して
日本の未来を力
強く切り拓きま
す。

赤羽　一嘉
公明党
兵庫 2区
弁政連の皆様と
共に、社会的弱
者を守れる国を
目指して頑張り
ます。

赤松　広隆
民主党
愛知 5区
平和憲法を守り、
人権擁護、公正
社会実現の為に
頑張ります。

赤嶺　政賢
日本共産党
沖縄 1区
オール沖縄の民
意を受けて基地
のない平和で豊
かな島を目指し
ます。

秋葉　賢也
自由民主党
宮城 2区
真面目に努力す
る人が報われる
社会正義を実現
する為に頑張り
ます。

浅尾慶一郎
無所属
神奈川 4区
誰もが、何度で
も夢に向かって
挑戦したいと思え
る社会を作るた
めに頑張ります。

安住　　淳
民主党
宮城 5区
５年目を迎えた
被災地の代表と
して、復旧復興
をさらに進めま
す。

穴見　陽一
自由民主党
大分 1区
少子高齢化時代
を乗り切る。高
齢者・女性の労
働力開発と子育
て支援。

安倍　晋三
自由民主党
山口 4区
経済再生をはじ
め、全ての国民
が安心して暮ら
せる社会の実現
へ。

甘利　　明
自由民主党
神奈川13区
アベノミクスが
全国津々浦々ま
で行き届くよう
全力を尽くしま
す。

荒井　　聰
民主党
北海道 3区
3.11から 4年目、
復興支援や被災
者のケアに更に
尽します。

伊佐　進一
公明党
大阪 6区
皆様の声を「カ
タチ」にしてい
く政治を貫いて
まいります！

石井　啓一
公明党
比例北関東
内外の諸課題に
全力で取り組み、
国民の期待に応
えて参ります。

石関　貴史
維新の党
群馬 2区
感謝申し上げま
す。益々、法曹
全般に深く関
わっていく所存
です。

石田　祝稔
公明党
比例四国
ご支援に感謝し
つつ、地方創生
に全力で取り組
みます。

石原　伸晃
自由民主党
東京 8区
党の中小企業調
査会長として国
民が実感できる
景気回復に努め
ます。

泉　　健太
民主党
京都 3区
国民目線の司法
制度と人権、家
族、消費者政策
の充実に取組み
ます。

伊藤信太郎
自由民主党
宮城 4区
国民の幸福に資
する司法制度実
現に向けて真摯
に取り組みます。

伊藤　　渉
公明党
比例東海
国民本位の政策
実現に全力で取
り組んでまいり
ます。

稲田　朋美
自由民主党
福井 1区
「伝統と創造」
を政治信条に、
全力を尽くしま
す。

稲津　　久
公明党
北海道10区
地域に景気回復
の波が届くよう
に、地方創成に
全力を尽くしま
す。

井野　俊郎
自由民主党
群馬 2区
在野の法曹精神
で、国政を改革
していきます。

井上　義久
公明党
比例東北
公明党幹事長と
して、内政外交
の課題に全力で
取り組んで参り
ます。

今井　雅人
維新の党
岐阜 4区
身を切る改革を
断行し、公平、
公正な社会の実
現を目指します。

岩屋　　毅
自由民主党
大分 3区
現下の国際情勢
に適切に対応で
きる外交安保体
制を整えていき
ます。

上田　　勇
公明党
神奈川 6区
公正・公平・安
全な共生社会の
実現に全力を尽
くしていきます。

浮島　智子
公明党
比例近畿
現場第一、自分
が今、やらなけ
ればならむ事に
全力を尽くしま
す。

漆原　良夫
公明党
比例北陸・信越
党中央幹事会会
長という新たな
立場で法の支配
実現のため尽力
します。

江田　康幸
公明党
比例九州
経済の好循環と
活力ある地方創
生、社会保障の
充実に全力で取
り組みます。

枝野　幸男
民主党
埼玉 5区
緊張感ある政治、
選択肢のある民
主主義を取り戻
すため頑張りま
す。

衛藤征士郎
自由民主党
大分 2区
国会力強化。一
院制国会実現。
法人税実効税率
を国際標準20％
台に。

大串　博志
民主党
佐賀 2区
国民の生活に寄
り添い、人権と
平和を守り抜く
ために頑張りま
す。

第47回総選挙（2014年12月14日施行）
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大口　善德
公明党
比例東海
人権尊重社会実
現、法曹養成制
度充実、成年後
見の利用促進に
取り組みます。

逢坂　誠二
民主党
北海道 8区
国民の命、国民
の生活を守るこ
とを第一にガッ
チリ取り組みま
す。

太田　昭宏
公明党
東京12区
日本経済の再生、
復興の加速、防
災・減災に全力
で頑張ります。

大塚　　拓
自由民主党
埼玉 9区
人口減少、国際
秩序の激動等、
困難な課題に正
面から取り組み
ます。

大畠　章宏
民主党
茨城 5区
今年は戦後70年。
平和・人・ふる
さとを守るため
全力を尽くしま
す。

岡田　克也
民主党
三重 3区
「オール民主」
で党を再生する
ため、その先頭
に立つ決意です。

奥野　信亮
自由民主党
奈良 3区
衆院法務委員長
として、国民の
安全安心を守る
法的基盤整備に
努めます。

小熊　慎司
維新の党
福島 4区
弁政連の皆様と
共に国民のため、
司法・法務の環
境整備に努めま
す。

小沢　鋭仁
維新の党
比例近畿
リベラルでフェ
アーな日本らし
い自由主義社会
を築きます。

小野寺五典
自由民主党
宮城 6区
党政調会長代理
として被災地復
興、日本の未来
のため全力を尽
くします。

柿沢　未途
維新の党
東京15区
党政調会長とし
て、弁政連の皆
様と連携を深め、
政策本位の国会
論戦へ。

笠井　　亮
日本共産党
比例東京

門山　宏哲
自由民主党
千葉 1区
社会正義の実現
と経済の再生を
めざして、全力
で頑張ります。

金子　恭之
自由民主党
熊本 5区

上川　陽子
自由民主党
静岡 1区
法務大臣として
安全安心な国民
生活の為の法的
基盤整備に取り
組みます。

亀井　静香
無所属
広島 6区
平成の一揆を興
し、裾野の隅々
迄水が行き届く
政策に転換させ
る。

河井　克行
自由民主党
広島 3区
復興、 そして光
あふれる明日へ。

川崎　二郎
自由民主党
三重 1区
政治は信頼が基
本。清潔な政治、
約束を守る政治
を貫きます。

河村　建夫
自由民主党
山口 3区
日本全国各地の
創生を実現して
盤石の自民党長
期政権を構築す
る。

菅　　直人
民主党
東京18区
原発ゼロと自然
エネルギー普及、
格差是正に全力
で取り組みます。

城内　　実
自由民主党
静岡 7区
法曹の質を確保
するために、給
費制復活に向け
て全力を注ぎま
す。

黄川田　徹
民主党
岩手 3区
震災復興こそわ
が使命。復興と
地域再生に全力
で取り組みます。

菊田真紀子
民主党
新潟 4区
戦後70年の節目
を迎え、平和・
自由・人権を守
るため努力して
参ります。

岸　　信夫
自由民主党
山口 2区
平素よりご指導い
ただき厚く御礼申し
上げます。益々の
ご活躍をご期待い
たしております。

岸田　文雄
自由民主党
広島 1区
外務大臣として
大局的また戦略
的観点を持って
取り組んで参り
ます。

岸本　周平
民主党
和歌山 1区
司法修習給費制
の重要性を認識。
弁政連のご推薦
に感謝申し上げ
ます。

北側　一雄
公明党
大阪16区
実感できる景気
回復、復興加速、
防災・減災に全
力で取り組みま
す。

木原　　稔
自由民主党
熊本 1区
リーガルマイン
ドの普及拡大に
よる健全な法治
国家を目指しま
す。

吉良　州司
民主党
大分 1区
部分最適ではな
く常に全体最適
を追求。弁政連
のご支援深謝で
す。

國重　　徹
公明党
大阪 5区
原点を忘れず、
大衆とともに、
弁政連とともに、
全力で戦います。

黒岩　宇洋
民主党
新潟 3区
元法務大臣政務
官、現法務委員
として人権侵害
救済に尽力致し
ます。

小池百合子
自由民主党
東京10区
「もったいない
力」をフルに生
かし、日本再生
に取り組みます。

河野　太郎
自由民主党
神奈川15区
つらぬくべき信
念があります。

高村　正彦
自由民主党
山口 1区
日本の未来への
安心のための法
整備に全力を尽
くします。

郡　　和子
民主党
宮城 1区
人権が重んじら
れ、多様性を認
め合う社会の構
築に力を注ぎま
す。

穀田　恵二
日本共産党
京都 1区
憲法を暮らしと
平和に生かす政
治の実現のため
力を合わせま
しょう。



12
benseiren  news　No.40　平成27年(2015年) 4 月

興水　恵一
公明党
比例北関東
全ての人々の可
能性と尊厳性を
誠実に真剣に追
求して参ります。

後藤　茂之
自由民主党
長野 4区
全ての人に開か
れた公平で活力
ある社会を目指
します。

後藤田正純
自由民主党
徳島 1区
弁政連とも連携
し、規制改革、
国家戦略など日
本再生を進めま
す。

小林　鷹之
自由民主党
千葉 2区
時代の要請に応
じた活力ある司
法制度の構築に
全力を尽くしま
す。

小宮山泰子
民主党
埼玉 7区
くらしを守り、
住みやすい日本
をつくるため全
力で取り組みま
す。

近藤　昭一
民主党
愛知 3区
国民が主役の政
治のため、しっ
かりと頑張って
まいります！

今野　智博
自由民主党
埼玉11区
子供たちが将来
に夢や希望を持
てる社会の実現
へ尽力して参り
ます。

斉藤　鉄夫
公明党
比例中国
公正公平で努力
が報われる社会
を目指して頑張
ります。応援感
謝。

坂本　哲志
自由民主党
熊本 3区
司法制度改革の
検証、法曹界の
環境整備などに
取り組みます。

左藤　　章
自由民主党
大阪 2区
法科大学院のあ
り方検討と司法
修習生の支援を
していきたい。

佐藤　茂樹
公明党
大阪 3区
安全に安心して
暮らせる社会を
めざして全力で
取り組んで参り
ます。

佐藤　英道
公明党
比例北海道
全ての人の人権
が尊重される社
会を目指して頑
張ります。

志位　和夫
日本共産党
比例南関東
戦後70年、憲法
を守り、平和と
民主主義が花開
く新しい政治の
実現。

塩川　鉄也
日本共産党
比例北関東
日本国憲法がい
きる社会の実現
のために全力で
頑張ります。

塩崎　恭久
自由民主党
愛媛 1区
厚生労働大臣と
して、国民生活
の保障と向上に
全力を尽くしま
す。

塩谷　　立
自由民主党
静岡 8区

階 猛
民主党
岩手 1区
平和主義、人権
尊重、国民主権
が揺らがぬよう
声を上げ続けま
す。

柴山　昌彦
自由民主党
埼玉 8区
衆議院法務委員
会の与党筆頭理
事として、司法
の充実に努めま
す。

下村　博文
自由民主党
東京11区
「人づくりは国
づくり」 日本の
将来を担う子供
たちは国の宝で
す。

菅　　義偉
自由民主党
神奈川 2区
内閣官房長官と
して、国民のた
めに全力で取り
組んでいます。

鈴木　貴子
民主党
北海道 7区
検察改革、えん
罪防止とその原
因究明の法整備
に取り組みます。

園田　博之
太陽の党
熊本 4区
ありがとうござ
いました。今後
も推薦にふさわ
しい活動を致し
ます。

平　　将明
自由民主党
東京 4区
ご推薦ありがと
うございました。
内閣府副大臣と
して尽力します。

高市　早苗
自由民主党
奈良 2区
くらしの中に総
務省。先生方と
ともに、公正な
社会を創ります。

高木美智代
公明党
比例東京
平和を守り、女
性の活躍など人
に温かい政治の
実現を目指しま
す。

高木　陽介
公明党
比例東京
経産副大臣とし
て、福島の復興
再生に全力で取
り組みます。

高橋千鶴子
日本共産党
比例東北
当事者が声をあ
げ政治が動くと
実感。戦後70年、
憲法を守ろう！

竹内　　譲
公明党
比例近畿
国民所得の向上
につながる経済
の好循環を構築
して参ります。

田嶋　　要
民主党
千葉 1区
再犯防止の取り
組みを推進し、
安心社会の実現
を目指します。

田中　和徳
自由民主党
神奈川10区
党組織運動本部
長として，国民
の安心安全のた
めに全力を尽く
します。

棚橋　泰文
自由民主党
岐阜 2区
司法が適切に国
民のニーズに対
応することがで
きるよう頑張り
ます。

谷　　公一
自由民主党
兵庫 5区
人口減少に歯止
めを！復興・防
災に全力で！

谷垣　禎一
自由民主党
京都 5区
国民の安心安全
のインフラであ
る法の支配の維
持推進に努めま
す。

谷畑　　孝
維新の党
大阪14区
社会的弱者に政
治の光を。とり
わけ子供の貧困
対策が急がれま
す。

玉木雄一郎
民主党
香川 2区
ご推薦に感謝い
たします。国民
の視点で「一所
懸命」頑張りま
す。

田村　憲久
自由民主党
三重 4区
ご推薦に感謝す
ると共に、より
よい国民生活の
ために全力を尽
くします。

弁政連が推薦し当選された衆議院議員の方々からの抱負
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津島　　淳
自由民主党
青森 1区
ご支援に感謝申
し上げますと共
に公正な法体系
整備に尽力しま
す。

辻元　清美
民主党
大阪10区
政治は、戦争を
させないために
ある。

津村　啓介
民主党
岡山 2区
法の作り手とし
ての政治家の役
割を意識し取り
組んで参ります。

寺田　　稔
自由民主党
広島 5区
お陰を持ちまし
て当選させて頂
きました。法治
国家の実現を目
指します。

照屋　寛徳
社会民主党
沖縄 2区
憲法改悪反対、
原発ゼロへ。沖
縄への構造的差
別強制に反対！

土井　　亨
自由民主党
宮城 1区
災害復興、日本
再生のため力を
尽くしてまいり
ます。

遠山　清彦
公明党
比例九州
公明党法務部会
長として人権大
国日本の構築を
目指します。

とかしきなおみ
自由民主党
大阪 7区
誇りの持てる国
になれるように
弁政連の皆様と
共に力を尽くし
ます。

富田　茂之
公明党
比例南関東
全ての子供が学
び続けられるよ
う教育再生実行
に全力を尽くし
ます。

中川　正春
民主党
三重 2区
弁政連の皆様と
ともに国際的な
視野で日本の人
権法制を改革し
ます。

長島　忠美
自由民主党
新潟 5区
国内外共に再び
日本の国力を高
め、震災復興に
全力で取り組み
ます。

長妻　　昭
民主党
東京 7区
格差が小さく、
すべての人に居
場所と出番のあ
る社会を。

中野　洋昌
公明党
兵庫 8区
若い力と発想で、
閉塞感が溢れる
日本の未来を切
り開く決意です。

中山　泰秀
自由民主党
大阪 4区
すべてはかわい
い日本の子供た
ちの時代のため
に。

二階　俊博
自由民主党
和歌山 3区
日本を強くしな
やかに！ 国土
強靱化は国民の
生命と財産を守
る。

西村　明宏
自由民主党
宮城 3区
御支援に感謝申
し上げ、今後も
司法制度の充実
に努力いたしま
す。

西村智奈美
民主党
新潟 1区
人権と環境の時
代、格差是正と
立憲主義のため
働きます。

根本　　匠
自由民主党
福島 2区
「新しい東北」
の創造を！政策
本位で真の政治
主導を目指しま
す。

野田　聖子
自由民主党
岐阜 1区
与えていただい
たこの議席を、
人を護るための
立法に活かしま
す。

野田　　毅
自由民主党
熊本 2区

馳 浩
自由民主党
石川 1区
子どもの最善の
利益を実現する
為，司法の諸課
題に取り組んで
参ります。

鳩山　邦夫
自由民主党
福岡 6区
司法試験合格者
を千人以下とし、
法曹の質を守る
ことが一番大切。

濱地　雅一
公明党
比例九州
幅広い視野と法
曹の思考で真に
国民の為になる
政治に取り組み
ます。

濱村　　進
公明党
比例近畿
立法府の一員と
して「成熟国家・
日本」の憲法、
法律の整備に努
めて参ります。

原田　義昭
自由民主党
福岡 5区
社会のすみずみ
まで法の光が行
き届くよう、全
力を尽くします。

伴野　　豊
民主党
愛知 8区
弁政連推薦議員
であることに誇
りを持ち感謝し
て頑張ります。

平沢　勝栄
自由民主党
東京17区
司法の抱える諸
問題について今
年もしっかり取
り組んでいきま
す。

平沼　赳夫
次世代の党
岡山 3区
総選挙で12回の
当選を果す事が
出来ました。お
役に立って参り
ます。

平野　博文
民主党
大阪11区
大学・教育改革
など日本の将来
を担う人材育成
を推進します。

福島　伸亨
民主党
茨城 1区
若い有能な人材
が夢を抱いて志
せる法曹界とな
れるよう応援し
ます。

藤原　　崇
自由民主党
岩手 4区
弁護士の経験を
活かし、真に公
正・公平な社会
を更に目指しま
す。

古川　元久
民主党
愛知 2区
弁政連の皆様と
これからも連携
してがんばって
まいります。

古本伸一郎
民主党
愛知11区
人生に寄り添う
弁護士に感謝！
ポスト司法制度
改革、党派を超
えて。

古屋　範子
公明党
比例南関東
安心の社会保障
の構築、女性の
活躍等の実現に
全力で取り組み
ます。

細野　豪志
民主党
静岡 5区
皆様からのご意
見を聞き政調会
長として党再生
を目指します。

前原　誠司
民主党
京都 2区
挑み続けます。
この国の将来の
ために。
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牧原　秀樹
自由民主党
埼玉 5区
給付制を含め、
次の世代がなり
たい司法復活を
目指します。

桝屋　敬悟
公明党
比例中国
人が生きる地方
創生の実現のた
め，全力で取り
組んでまいりま
す。

松浪　健太
維新の党
大阪10区
政治家がまず身
を切る改革を率
先し、統治機構
刷新を成す。

松野　頼久
維新の党
熊本 1区
幹事長として職
責を全うし、更
なる改革に励ん
でまいる所存で
す。

松原　　仁
民主党
東京 3区
たたかう庶民派
松原仁として、
庶民の皆様の立
場でがんばりま
す。

三ツ矢憲生
自由民主党
三重 5区
日本の発展のた
めに、これから
も弛まず精進し
て参ります。

三原　朝彦
自由民主党
福岡 9区
法治国家の政治
家として、国民
の信に叶う活動
を今後も致しま
す。

宮﨑　政久
自由民主党
沖縄 2区
法曹養成はじめ
弁護士を取り巻
く課題解決にも
力を尽くしてい
きます。

宮本　岳志
日本共産党
比例近畿

務台　俊介
自由民主党
長野 2区
地方における司
法アクセスの課
題にも引き続き
取り組んでいき
ます。

望月　義夫
自由民主党
静岡 4区
環境大臣として
東北の復興、温
暖化対策等の問
題に取り組みま
す。

茂木　敏充
自由民主党
栃木 5区

森　　英介
自由民主党
千葉11区
世界ならびに日
本の継続性を妨
げる諸問題の克
服に全力を傾け
る。

盛山　正仁
自由民主党
兵庫 1区
法務部会長とし
て、民法・刑訴
法・商法改正に
全力で取り組ん
でいます。

保岡　興治
自由民主党
鹿児島 1区
統治機構を支え
る司法の基盤は
重要。「弁政連」
のご活躍を期待。

山尾志桜里
民主党
愛知 7区
法務委筆頭理事
として現政権に
国民の良識を主
張していきま
す！

山下　貴司
自由民主党
岡山 2区
外交経験も活か
し知財戦略・司
法改革等に積極
的に取り組みた
い。

山本　幸三
自由民主党
福岡10区
政治は弱い者の
為に、司法は正
義の為に、立法
者として邁進し
ます。

山本　有二
自由民主党
高知 2区
地方創生は、民
の力で行うこと
が肝心。地方銀
行も元気が必要
です。

柚木　道義
民主党
岡山 4区
皆さんとご一緒
に国民のための
司法制度改革に
汗を流す決意で
す！

横路　孝弘
民主党
北海道 1区
安倍政権は憲法
改正を進めよう
としています。
絶対許してはな
りません。

吉川　　元
社会民主党
大分 2区
戦後70年の節目
の年。憲法を活
かし、平和と民
主主義を守りま
す。

吉野　正芳
自由民主党
福島 5区
ふるさと福島の
復興と再生は私
の使命。全力を
尽くします。

吉村　洋文
維新の党
大阪 4区
弁護士出身。大
阪が日本の二極
のエンジンにな
るように頑張り
ます。

若狭　　勝
自由民主党
比例東京
32年間の検事・
弁護士経験を活
かし国政に一球
入魂の気持ちで
す。

鷲尾英一郎
民主党
新潟 2区
少子高齢化時代
に相応しい身近
な司法の体制整
備に努めます。

渡辺　　周
民主党
静岡 6区
しがらみのない
立場で国民に寄
り添う政治を実
現していきます。

 敬称略・五十音順

弁政連が推薦し当選された衆議院議員の方々からの抱負
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第47回衆議院議員総選挙　当選祝賀会

　平成27年 1 月15日（木）午後 6時45分より、東京會舘11階シルバールームにおいて、弁
政連の衆議院議員当選祝賀会が開催された。国会議員は本人出席・代理出席あわせて74名
のご出席をいただいた。
　山岸憲司 弁政連新理事長より、法の支配とグローバルな法制度をテーマとした挨拶が
なされ、村越進日弁連会長発声による乾杯ののち、自民党 谷垣幹事長、公明党 石田中央
幹事会会長代理、民主党 枝野幹事長、維新の党 真山参議院議員（法務委員会理事）、共
産党 井上参議院幹事長、社民党 福島副代表らからご挨拶をいただき、盛会のうちに幕を
閉じた。 （編集長　小川晃司）

谷垣禎一 自由民主党幹事長

真山勇一 維新の党参議院議員

石田祝稔 公明党中央幹事会会長代理

井上哲士 日本共産党参議院幹事長

枝野幸男 民主党幹事長

福島みずほ 社会民主党副代表
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赤
枝　

恒
雄

　
比
例
東
京

　
自
民

赤
松

　
広
隆

　
愛
知
5
区

　
民
主

穴
見

　
陽
一

　
大
分
1
区

　
自
民

伊
佐

　
進
一

　
大
阪
6
区

　
公
明

石
井　

啓
一

　
比
例
北
関
東

　
公
明

石
田　

祝
稔

　
比
例
四
国

　
公
明

石
田　

真
敏

　
和
歌
山
2
区

　
自
民

伊
藤

　
　
渉

　
比
例
東
海

　
公
明

井
上

　
信
治

　
東
京
25
区

　
自
民

枝
野　

幸
男

　
埼
玉
5
区

　
民
主

大
口　

善
德

　
比
例
東
海

　
公
明

大
塚　
　

拓
　
埼
玉
9
区

　
自
民

大
見

　
　
正

　
愛
知
13
区

　
自
民

小
沢

　
鋭
仁

　
比
例
近
畿

　
維
新

小
田
原

　
潔

　
東
京
21
区

　
自
民

柿
沢

　
未
途

　
東
京
15
区

　
維
新

岸
本　

周
平

　
和
歌
山
1
区

　
民
主

木
原　
　

稔
　
熊
本
1
区

　
自
民

郡
　
　
和
子

　
比
例
東
北

　
民
主

小
林

　
鷹
之

　
千
葉
2
区

　
自
民

近
藤　

昭
一

　
愛
知
3
区

　
民
主

佐
々
木
隆
博

　
北
海
道
6
区

　
民
主

左
藤
　
　
章
　
大
阪
2
区
　
自
民

佐
藤　

英
道
　
比
例
北
海
道

　
公
明

塩
崎
　
恭
久
　
愛
媛
1
区
　
自
民

階　
　
　

猛
　
岩
手
1
区
　
民
主

清
水　

忠
史
　
比
例
近
畿
　
共
産

田
嶋

　
　
要

　
千
葉
1
区

　
民
主

田
中

　
和
德

　
神
奈
川
10
区

　
自
民

棚
橋　

泰
文

　
岐
阜
2
区

　
自
民

谷
垣　

禎
一

　
京
都
5
区

　
自
民

玉
木
雄
一
郎

　
香
川
2
区

　
民
主

津
島

　
　
淳

　
青
森
1
区

　
自
民

土
屋

　
正
忠

　
東
京
18
区

　
自
民

津
村

　
啓
介

　
岡
山
2
区

　
民
主

長
島

　
忠
美

　
新
潟
5
区

　
自
民

中
野

　
洋
昌

　
兵
庫
8
区

　
公
明

西
川

　
公
也

　
栃
木
2
区

　
自
民

西
村　

明
宏

　
宮
城
3
区

　
自
民

西
村
智
奈
美

　
新
潟
1
区

　
民
主

丹
羽

　
秀
樹

　
愛
知
6
区

　
自
民

畑
野　

君
枝

　
比
例
南
関
東

　
共
産

鳩
山

　
邦
夫

　
福
岡
6
区

　
自
民

葉
梨

　
康
弘

　
茨
城
3
区

　
自
民

濵
地

　
雅
一

　
比
例
九
州

　
公
明

濱
村

　
　
進

　
比
例
近
畿

　
公
明

伴
野

　
　
豊

　
愛
知
3
区

　
民
主

福
島

　
伸
享

　
茨
城
1
区

　
民
主

細
野

　
豪
志

　
静
岡
5
区

　
民
主

桝
屋

　
敬
悟

　
比
例
中
国

　
公
明

松
浪

　
健
太

　
大
阪
10
区

　
維
新

松
本
　
洋
平
　
東
京
19
区
　
自
民

三
ツ
林
裕
巳
　
埼
玉
14
区
　
自
民

三
ツ
矢
憲
生
　
三
重
5
区
　
自
民

宮
澤
　
博
行
　
静
岡
3
区
　
自
民

務
台
　
俊
介
　
長
野
2
区
　
自
民

森　
　

英
介

　
千
葉
11
区

　
自
民

盛
山　

正
仁

　
兵
庫
1
区

　
自
民

保
岡　

興
治

　
鹿
児
島
1
区

　
自
民

山
尾
志
桜
理

　
愛
知
7
区

　
民
主

山
下　

貴
司

　
岡
山
2
区

　
自
民

山
本

　
有
二

　
高
知
2
区

　
自
民

柚
木

　
道
義

　
岡
山
4
区

　
民
主

若
狭　
　

勝
　
比
例
東
京

　
自
民

鷲
尾
英
一
郎

　
新
潟
2
区

　
民
主

渡
辺

　
　
周

　
静
岡
6
区

　
民
主

井
上　

哲
士

　
比

　
　
例

　
共
産

魚
住
裕
一
郎

　
比

　
　
例

　
公
明

上
月

　
良
祐

　
茨

　
　
城

　
自
民

杉
久　
　

武
　
大

　
　
阪
　
公
明

仁
比　

聡
平

　
比

　
　
例

　
共
産

福
島
み
ず
ほ

　
比

　
　
例

　
社
民

真
山　

勇
一

　
比

　
　
例

　
維
新

山
本

　
一
太

　
群

　
　
馬

　
自
民

斉
藤
あ
つ
し

　
都
議
会
民
主
党
幹
事
長
代
理

中
嶋

　
義
雄

　
都
議
会
公
明
党
幹
事
長

野
上
ゆ
き
え
　
都
議
会
維
新
の
党
代
表

両
角
み
の
る
　
か
が
や
け
To
k
y
o
幹
事
長

 

（
敬
称
略
・
五
十
音
順
）　

衆
議
院
議
員

都
議
会
議
員

出
席
議
員
（
本
人
出
席
太
字
）
選
挙
区
・
所
属
政
党

=

一
月
十
五
日
　
当
選
祝
賀
会=

小
宮
山
泰
子

　
埼
玉
7
区

　
民
主

福
島

　
伸
享

　
茨
城
1
区

　
民
主

山
田

　
美
樹

　
東
京
1
区

　
自
民

矢
倉

　
克
夫

　
参
議
院

　
埼
玉

　
公
明

村
上

　
英
子

　
東
京
都
議
会
自
民
党
幹
事
長

濱
田

　
剛
史

　
高
槻
市
長

 

（
敬
称
略
）　

祝
電
・
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
い
た
だ
い
た
議
員
・
弁
護
士
首
長

参
議
院
議
員
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平成27年度 日本弁護士連合会副会長
氏名（所属会）／主な担当事項／抱負

伊
藤
　
茂
昭
（
東
京
弁
護
士
会
）

憲
法
問
題
／
法
曹
養
成
問

題
／
弁
護
士
職
務
適
正
化

弁
政
連
役
員
等
の
経

験
か
ら
、
日
弁
連
と

の
架
け
橋
と
し
て
頑

張
り
ま
す
。

岡
　
　
正
晶
（
第
一
東
京
弁
護
士
会
）

民
事
司
法
改
革
推
進
本
部

／
税
制
委
員
会
／
財
務

立
法
課
題
の
実
現
に

は
弁
政
連
と
の
連
携

が
不
可
欠
で
す
。
頑

張
り
ま
す
。

三
宅
　
　
弘
（
第
二
東
京
弁
護
士
会
）

法
科
大
学
院
セ
ン
タ
ー
／

情
報
問
題
／
外
国
弁
護
士

社
会
の
変
動
に
対
応

し
た
法
整
備
に
、
弁

政
連
と
連
携
し
て
取

り
組
み
ま
す
。

谷
萩

　
陽
一
（
茨
城
県
弁
護
士
会
）

司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
推

進
本
部
／
接
見
交
通
権

司
法
ア
ク
セ
ス
の
一

層
の
充
実
の
た
め
に

は
弁
政
連
の
力
が
必

要
で
す
。

鈴
木
　
克
昌
（
群
馬
弁
護
士
会
）

弁
護
士
任
用
推
進
Ｗ
Ｇ
／

弁
護
士
業
務
改
革
委
員
会

弁
政
連
と
連
携
し

て
、
人
権
擁
護
と
業

務
基
盤
の
拡
充
に
努

め
ま
す
。

松
葉
　
知
幸
（
大
阪
弁
護
士
会
）

法
律
サ
ー
ビ
ス
展
開
本
部
／

刑
事
法
制
／
消
費
者
問
題

弁
政
連
と
の
連
携
を

密
に
し
、
日
弁
連
の

諸
施
策
の
実
現
に
取

り
組
み
ま
す
。

藤
本
　
卓
司
（
奈
良
弁
護
士
会
）

リ
ー
ガ
ル
ア
ク
セ
ス
セ
ン

タ
ー
／
知
的
財
産
セ
ン
タ
ー

あ
る
べ
き
法
曹
養
成

制
度
の
実
現
に
は
弁

政
連
と
の
連
携
が
不

可
欠
で
す
。

川
上

　
明
彦
（
愛
知
県
弁
護
士
会
）

広
報
／
総
合
研
修
セ
ン
タ
ー

／
若
手
弁
護
士
サ
ポ
ー
ト

政
治
要
請
な
く
し
て

政
策
実
現
な
し
。
弁

政
連
の
益
々
の
発
展

を
期
待
し
ま
す
。

内
山

　
新
吾
（
山
口
県
弁
護
士
会
）

刑
事
弁
護
セ
ン
タ
ー

／
労
働
法
制
委
員
会

副
会
長
に
な
る
と
、

弁
政
連
の
存
在
意
義

を
強
く
感
じ
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。

平
山
　
秀
生
（
大
分
県
弁
護
士
会
）

高
齢
者
・
障
害
者
権
利
支
援

セ
ン
タ
ー
／
子
ど
も
の
権
利

共
謀
罪
法
案
の
対
策

に
は
、
弁
政
連
と
の

連
携
が
不
可
欠
で
す
。

齋
藤
　
拓
生
（
仙
台
弁
護
士
会
）

人
権
擁
護
／
貧
困
対
策
／ 

災
害
復
興
支
援
／
公
害
・
環
境

弁
政
連
と
緊
密
に
連

携
し
て
、
諸
課
題
の
解

決
に
向
け
て
全
力
で

取
り
組
み
ま
す
。

長
田

　
正
寛
（
札
幌
弁
護
士
会
）

男
女
共
同
参
画
推
進
本

部
／
地
域
司
法
計
画

司
法
が
、
国
民
に

と
っ
て
一
層
身
近
な

存
在
と
な
る
よ
う
に

頑
張
り
ま
す
。

吉
田

　
　
茂
（
香
川
県
弁
護
士
会
）

中
小
企
業
法
律
支
援
セ
ン

タ
ー
／
犯
罪
被
害
者
支
援

弁
政
連
と
連
携
し

て
、
努
力
し
た
い
と

思
い
ま
す
。
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支部活動ヘッドライン
日　　付 支　　部 活　動　内　容

平成27年 1 月 6 日 三重 公明党県議との意見交換会を実施。三重弁護士会から法曹人口問題等にかかる請願の準備を進めており、
その件を中心に説明をした。

平成27年 1 月14日 三重 自民党会派みらい県議との意見交換会を実施。法曹人口問題の請願等を中心に説明をした。

平成27年 2 月14日 札幌 平成27年日本弁護士政治連盟札幌支部新年懇談会
国会議員本人 4名、秘書 6名、北海道議会議員 7名、札幌市議会議員 2名、会員50名出席

東日本大震災から「もう4年」。法律家の役割そして政治の責任は、重大です。（さいとう）
この号が出るころには、花粉も収まっていてほしいです。（おがわ）
二弁の副会長になりましたが弁政連広報の仕事は継続だそうです。引き続きよろしくお願いします。（なぎら）

東日本大震災から４年が経過しました。教訓を残す活動を続けて行きたいと思います。（おかもと）
世間が風化してからこそ弁護士の出番です。機会を見つけて被災地に行き続けたいと思います。（おぐち）

編集後記

平成26年11月26日、神奈川支部は設立10周年を迎えました。この間、当支部
は、国会議員に対する要請活動はもちろんのこと、国会議員及び地方議員との勉
強会や意見交換会、司法書士会や税理士会等の他士業の政治連盟との交流会（毎
年開催）、 2度の海外視察、国会・首相官邸見学等の活動を行ってきました。詳
細については、10周年記念誌「明日へ」をご覧いただければ幸いです。同誌は佐々
木さやか参議院議員のインタビューや当支部歴代幹事長が対談形式で10年の歴
史を振り返る企画等、当支部の活動の集大成となりました。
当支部の活動の第 1の目標は、支部会員の拡大です。それは、単に数の獲得

ということではな
く、政治との連携の意

義を弁護士に知ってもらうための活動でした。そのため、海外視察や
国会見学等を多数企画し、横浜弁護士会の全会員に案内を出しまし
た。近年、国選付添人の拡充、取調べの可視化や司法修習生の給費制
の問題等で政治との連携が重要であるとの認識が弁護士にも広がり、
当支部の存在意義も高まってきました。これも当支部が政治との連携
の意義を訴えてきた活動の成果だと感じます。
同年11月12日横浜の老舗「ホテルニューグランド」において、平

山正剛本部前理事長ら来賓をお迎えして、設立10周年記念パーティを
開催しました。当支部を生み、育てた役員の労をねぎらうと共に、政
治との連携の意義を再確認し、当支部を大切に想う気持ちが一つに
なった温かい会となりました。

設立10周年を迎えた神奈川支部 神奈川支部副幹事長　服部政克

10周年記念パーティー（横浜）

本部人事について
　伊藤茂昭常務理事（東京）
　岡正晶常務理事（第一東京）
　藤本卓司理事（奈良）
　が 3月31日付けで辞任

定期総会・懇談会のご案内
　日本弁護士政治連盟定期総会及び会員懇談会
を下記のとおり開催しますので、ご案内します。

記
　定 期 総 会
　 1　日時　平成27年 5 月13日（水）
　　　　　　午後 4時30分から午後 5時30分
　 2　場所　弁護士会館 2階　講堂「クレオ」
　 3　議題　（ 1 ) 平成27年度事業活動方針に関する件
　　　　　　（ 2 )平成26年度活動報告の件
　　　　　　（ 3 )平成26年度決算報告の件
　　　　　　（ 4 ) 平成27年度同28年度理事、

監事選任の件
　　　　　　（ 5 )その他役員人事等
　弁政連懇談会（新役員ご紹介）
　 1　日時　平成27年 5 月13日（水） 午後 6時から
　 2　場所　弁護士会館 2階　講堂「クレオ」
　 3　 会費　 1 万円（弁護士登録 5年未満の

会員は無料）

全国支部懇談会を開催
平成27年 1 月15日（木）午後 4時、東京丸の内の三菱ビルにて、

弁政連全国支部懇談会が開催された。理事長および幹事長交代の
挨拶ののち、衆議院議員総選挙の結果が報告された。次いで各委
員会報告ののち、支部報告に移り、千葉と香川に新しい支部が設
置されたことが報告された。各支部からの報告では、国政以外の
地方自治体首長選挙において、弁政連では従来首長選挙候補の推
薦はしていないが、推薦依頼が来るケースがあり、今後どのよう
な対応をすべきかという質問について、推薦を独自に行っている
支部からは、支部活動は現地に根差した活動をすべきで、かつ政
治活動は柔軟なものであり、候補との関係に応じ支部独自に推薦
を行っているとの
報告があった。　
また、国政選挙の
レベルでも、本部
推薦以外にも独自
に支部で推薦をし
ているとの報告も
見られた。


